
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
立
東
部
防
災
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

設
置

広
域
的
な
物
資
の
輸
送
拠
点
と
し
て
の
活
用
を
図
り
、
も
っ
て
本
県
の
災
害
時
の
円
滑
な
防
災
活

動
に
資
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
そ
の
他
の
県
民
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す

る
た
め
、
徳
島
県
立
東
部
防
災
館
（
以
下
「
東
部
防
災
館
」
と
い
う
。
）
を
徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目

に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

業
務

東
部
防
災
館
は
、
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

災
害
時
に
お
い
て
必
要
と
な
る
物
資
の
集
積
及
び
配
送
を
行
う
こ
と
。

２

防
災
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
を
行
う
こ
と
。

３

メ
イ
ン
コ
ー
ト
そ
の
他
の
施
設
を
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

４

子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

５

そ
の
他
東
部
防
災
館
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

三

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理

知
事
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の

（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
東
部
防
災
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

四

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

指
定
管
理
者
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

二
の
１
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

２

二
の
２
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

３

東
部
防
災
館
の
施
設
等
の
維
持
管
理
（
知
事
が
指
定
す
る
補
修
等
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務

４

六
の
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務

５

九
の
利
用
料
金
に
関
す
る
業
務

６

そ
の
他
東
部
防
災
館
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

五

休
館
日
等

東
部
防
災
館
の
休
館
日
及
び
供
用
時
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

六

利
用
の
許
可

東
部
防
災
館
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
定
管
理
者
の
許
可
（
以
下
「
利
用

の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

七

利
用
の
許
可
の
制
限
等

利
用
の
許
可
の
制
限
、
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
及
び
入
館
の
禁
止
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
た
。

八

原
状
回
復

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
東
部
防
災
館
の
利
用
が
終
わ
っ

た
と
き
、
又
は
利
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
利
用
に
係
る
施
設
等
を
原

状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

九

利
用
料
金

１

利
用
者
は
、
東
部
防
災
館
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管



理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

利
用
料
金
の
額
の
定
め
方
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

十

そ
の
他

指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
際
の
措
置
、
損
害
の
賠
償
及
び
規
則
へ
の
委
任
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

十
一

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

（
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
）

一

徳
島
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お
け
る
利
用
の
た
め
の
規
制
の
対
象
行
為
に
、
野
生
動
物

に
餌
を
与
え
る
こ
と
そ
の
他
の
野
生
動
物
の
生
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
で
あ
っ
て
、
徳
島
県
立
自

然
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為
に
係
る
罰
則
を
引
き
上
げ
る

こ
と
と
し
た
。

三

公
園
事
業
を
譲
渡
す
る
場
合
の
地
位
の
承
継
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

公
園
管
理
団
体
と
し
て
指
定
す
る
法
人
が
行
う
業
務
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

五

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
条
例
第
四
十
一
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
職
員
の
定
年
の
段
階
的
な
引
き
上
げ
及
び
年
齢
六
十
年
を
超
え
る

職
員
に
係
る
給
与
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
等
の
措
置
の
実
施
並
び
に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

３

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例

４

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

５

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例

６

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

７

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

８

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

９

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

10

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例

11

徳
島
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例

12

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

13

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

14
二

職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
四
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
の
一
部
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。



●

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号

）一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

当
分
の
間
、
職
員
が
六
十
歳
（
一
部
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け

る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
職
員
の
給
料
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規

定
の
例
に
よ
り
企
業
局
長
が
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十

三
号
）

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

当
分
の
間
、
職
員
が
六
十
歳
（
一
部
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け

る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
職
員
の
給
料
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規

定
の
例
に
よ
り
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）

一

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
年
齢
六
十
年
を
超
え
る
学
校
職
員
に
係
る
給
与
に
関
す
る
特
例
を

設
け
る
等
の
措
置
の
実
施
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
の
給
与
に
係
る
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

２

徳
島
県
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

３

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

４

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
の
１
及
び
２
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
教
育
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）

一

普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査
等
に
係
る
手
数
料
を

廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
七
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
年
齢
六
十
年
を
超
え
る
警
察
職
員
に
係
る
給
与
に
関
す
る
特
例
を

設
け
る
等
の
措
置
の
実
施
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
警
察
職
員
の
給
与
に
係
る
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。



１

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
七
号
）

一

徳
島
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
及
び
三
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


